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は
じ
め
に

札
幌
の
旧
北
海
道
庁
に
あ
る
北
海
道
立
文
書
館
に
、
八
重
の
前
夫
・
川
崎
尚
之

助
に
関
す
る
裁
判
記
録
が
多
数
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
の
で
、
機
会
が
あ
れ
ば
調
査

に
行
っ
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
た
。
ち
ょ
う
ど
定
山
渓
で
板
か
る
た
（
下
の
句
か

る
た
）
の
全
道
大
会
が
開
催
さ
れ
る
こ
と
を
知
り
、
そ
の
大
会
見
学
を
兼
ね
て
文

書
館
を
訪
ね
る
こ
と
に
し
た
。

幸
い
資
料
の
ア
ー
カ
イ
ブ
化
が
進
め
ら
れ
て
お
り
、
所
蔵
資
料
の
リ
ス
ト
が
パ

ソ
コ
ン
で
検
索
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
、
出
発
前
に
川
崎
尚
之
助
（
人

名
）
で
検
索
し
た
と
こ
ろ
、
四
十
九
件
も
ヒ
ッ
ト
し
た
。
つ
い
で
に
新
島
襄
で
検

索
し
た
と
こ
ろ
、
内
藤
家
文
書
（
日
向
ユ
キ
の
嫁
ぎ
先
）
に
襄
の
書
簡
が
存
す
る

こ
と
も
確
認
で
き
た
。
ま
た
明
治
初
期
と
い
う
こ
と
で
、
試
み
に
新
島
襄
で
は
な

く
新
島
七
五
三
太
で
検
索
し
た
と
こ
ろ
、
予
想
外
に
八
件
も
ヒ
ッ
ト
し
た
。
ま
さ

か
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
襄
の
古
い
資
料
が
潜
ん
で
い
る
と
は
思
わ
な
か
っ
た
の
で
、

メ
ー
ル
で
閲
覧
願
を
送
信
し
、
喜
び
勇
ん
で
出
発
し
た
。
平
成
二
十
九
年
三
月
の

こ
と
で
あ
る
。

一
、
内
藤
兼
備
宛
新
島
襄
書
簡
（
明
治
二
十
二
年
二
月
二
十
二
日
）

〔
解
題
〕

文
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
内
藤
家
文
書
中
の
襄
の
書
簡
は
、
襄
が
札
幌
在
住

の
内
藤
兼
備
宛
に
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
日
付
は
明
治
二
十
二
年
二
月
二
十
二
日

と
な
っ
て
い
る
（
亡
く
な
る
一
年
前
）。
ま
た
封
書
の
差
出
人
の
住
所
が
「
神
戸

諏
訪
山
和
楽
園
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
襄
夫
妻
が
須
磨
の
和
楽
園
で
療
養
中
に
出

し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

北
海
道
庁
土
木
課
長
の
内
藤
兼
備
（
元
薩
摩
藩
士
）
は
、
八
重
の
旧
友
で
あ
る

日
向
ユ
キ
の
夫
で
あ
る
。
明
治
二
十
年
の
夏
に
札
幌
で
二
人
が
再
会
し
た
こ
と
が

き
っ
か
け
で
、
兼
備
と
襄
と
い
う
夫
同
士
の
交
流
も
始
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
の
後
、
両
者
の
間
に
は
一
度
な
ら
ず
書
簡
の
や
り
取
り
が
あ
っ
た
は
ず
だ
が
、
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現
在
確
認
で
き
る
の
は
、
明
治
二
十
年
十
月
八
日
付
の
福
士
成
豊
宛
書
簡
の
追
い

書
き
の
中
に
、「
又
特
に
内
藤
兼
備
之
御
家
族
へ
宜
し
く
御
致
声
之
程
奉
仰
候
」

と
あ
る
こ
と
、
ま
た
『
新
島
襄
全
集
８
年
譜
編
』
の
明
治
二
十
一
年
正
月
二
日
条

に
、「
内
藤
兼
備
よ
り
こ
の
日
付
で
来
信
、
札
幌
に
適
当
な
売
地
が
あ
る
旨
を
知

ら
せ
て
く
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
く
ら
い
で
あ
る
。
襄
は
札
幌
に
伝
道
の
拠

点
を
置
く
つ
も
り
で
、
適
当
な
土
地
探
し
を
道
庁
役
人
の
兼
備
に
依
頼
し
て
い
た

の
で
あ
ろ
う
。

さ
て
本
書
簡
に
つ
い
て
は
、
昭
和
六
十
二
年
四
月
十
五
日
の
北
海
道
新
聞
夕
刊

に
、「
新
島
襄
の
手
紙
札
幌
で
発
見
」
と
い
う
見
出
し
で
報
道
さ
れ
て
い
る
。
記

事
の
中
に
「
同
志
社
社
史
資
料
室
の
河
野
仁
昭
室
長
（
同
志
社
大
講
師
）
も
「
七

月
に
刊
行
予
定
の
書
簡
編
第
二
巻
で
採
録
し
た
い
」
と
、
喜
ん
で
い
る
。」
と
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
こ
の
書
簡
は
『
全
集
４
書
簡
編
』
に
は
掲
載
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま

た
『
全
集
８
年
譜
編
』
に
も
反
映
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

内
容
は
兼
備
方
か
ら
林
檎
が
贈
ら
れ
た
こ
と
へ
の
礼
状
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に

長
男
一
雄
の
同
志
社
入
学
に
関
す
る
記
事
が
あ
る
の
で
、
翻
刻
し
て
紹
介
す
る
こ

と
に
し
た
。
果
た
し
て
こ
の
記
事
の
通
り
、
一
雄
は
同
志
社
へ
入
学
す
る
の
だ
が
、

二
年
後
の
明
治
二
十
四
年
七
月
に
惜
し
い
こ
と
に
病
の
た
め
京
都
で
亡
く
な
っ
て

い
る
（
享
年
十
八
）。
そ
の
た
め
内
藤
家
は
二
男
の
芳
雄
氏
が
継
い
で
い
る
。
そ

の
芳
雄
氏
の
ご
子
息
晋
氏
（
ス
ピ
ー
ド
ス
ケ
ー
ト
の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
選
手
）
も
既

に
亡
く
な
ら
れ
て
い
た
が
、
九
十
四
歳
の
奥
様
（
光
枝
様
）
は
健
在
で
あ
り
、
こ

の
機
会
に
お
目
に
か
か
っ
て
お
話
を
伺
う
こ
と
が
で
き
た
。

〔
書
簡
翻
刻
〕

寸
楮
披
啓
仕
候
。
陳の
ぶ
れ
ば者

此
度
は
遠
路
遥
々

結
構
な
る
林
檎
御
恵
送

被
成
下
、
数
日
前
安
着
致
候
。

私
共
直
々
頂
戴
翫
味
仕

又
少
し
づ
ゝ
多
く
の
知
人
中
に
も

分
配
仕
候
處
、
此
比
の
林
檎
は

珍
し
き
も
の
と
被
申
、
大
に
喜
呉
申
候
。

小
生
事
も
近
来
大
分

快
方
に
趣
き
参
り
少
々

身
体
に
肉
付
申
候
間
向
後

注
意
申
候
は
ゞ
快
復
に
及
候
か
と
も

存
候
間
、
何
卒
御
休
慮
可
被
賜
候
。

御
令
息
一
雄
君
も
大
に

御
壮
健
に
被
為
成
候
由
御
通
知

被
下
喜
欣
千
万
の
至
に
奉
存
候
。

同
君
御
入
校
の
事
に
付
御
尋

有
之
に
付
本
校
予
備
校

之
概
則
相
呈
し
候
間
何
へ
な
り

御
合
格
と
御
認
被
成
候
は
ゝ
御
来
学

被
下
度
候
。
尤
入
校
期
限
は

来
秋
九
月
上
旬
の
末
迄
と

（
但
し
中
旬
の
初
め
に
入
校
試
験
に
取
か
ゝ
り
申
候
）

定
置
候
間
、
左
様
承
知
可
被
下
候
。

か
ね
様
に
は
不
相
替
御
丈
夫

に
し
て
日
々
学
校
に
御
通
ひ
の

御
事
と
奉
察
候
。
私
共
も

札
幌
は
決
而
忘
れ
不
申

毎
々
互
に
相
語
ら
ひ
楽
し
み
申
居
候
。

先
は
御
礼
旁
御
左
右

御
伺
申
上
度
如
此
候
也
。

　
　
　

早
々
敬
具

二
月
廿
二
日　
　

新
島
襄
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同　

八
重

内
藤
御
両
所
様

尚
々
皆
々
様
に
宜
し
く
御
伝
言

被
成
下
度
奉
希
候

〔
封
筒
表
〕

北
海
道
札
幌
北
五
条
西
一

　
　

内
藤
兼
備
殿

〔
封
筒
裏
〕

神
戸
諏
訪
山
和
楽
園

　
　

新
島
襄

〔
注
〕
書
簡
に
名
の
出
て
い
る
「
か
ね
様
」
は
、
内
藤
兼
備
（
か
ね
と
も
）
の
こ

と
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
ま
ま
で
は
「
日
々
学
校
に
御
通
ひ
」
の
意
味
が
通
じ
な

い
。
あ
る
い
は
子
供
の
こ
と
か
。

二
、
新
島
襄
の
留
学
に
関
す
る
書
類

〔
解
題
〕

文
書
館
に
は
幕
末
明
治
期
に
お
け
る
函
館
開
拓
使
の
貴
重
な
文
書
が
所
蔵
さ
れ

て
お
り
、
平
成
二
十
六
年
に
一
括
し
て
国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。

襄
の
資
料
が
何
故
こ
こ
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
岩
倉
使
節
団
の
通

訳
・
教
育
調
査
の
た
め
に
三
等
書
記
官
心
得
と
し
て
雇
わ
れ
た
こ
と
が
発
端
と

な
っ
て
い
る
。

明
治
四
年
に
森
有
礼
が
駐
米
弁
務
使
と
し
て
ア
メ
リ
カ
に
赴
任
し
た
際
、
五
月

十
四
日
に
襄
と
面
会
し
て
い
る
。
森
は
襄
を
岩
倉
使
節
団
の
通
訳
と
し
て
確
保
し

た
か
っ
た
よ
う
だ
。
そ
の
森
の
働
き
か
け
に
よ
り
、
襄
の
密
出
国
の
罪
は
許
さ
れ
、

戸
籍
を
復
帰
し
て
も
ら
い
、
そ
の
上
正
式
な
留
学
生
と
し
て
の
書
類
を
整
え
て
も

ら
っ
て
い
る
。
江
戸
か
ら
明
治
に
移
行
し
て
い
る
と
は
い
え
、
襄
に
と
っ
て
も
有

難
い
こ
と
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。

そ
の
手
続
き
の
一
環
と
し
て
、
六
月
二
十
三
日
に
安
中
へ
襄
の
年
齢
取
調
べ
の

文
書
が
通
達
さ
れ
、
七
月
一
日
に
外
務
省
に
届
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
返
書
（
回

答
）
と
お
ぼ
し
き
も
の
も
認
め
ら
れ
た
。
な
お
「
壬
申
」
は
明
治
五
年
の
こ
と
で

あ
る
。群

馬
県
ヨ
リ
届

　
　
　
　
　
　

当
県
貫
族
外
国
留
学
生
徒　

新
島
七
五
三
太

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

壬
申
三
十
二
才

右
年
齢
不
詳
ニ
付
取
調
可
申
旨
御
達
ニ
付
為
取
調
候
処
書
面
ノ
通
有
之
候
也　

六
月
日
欠

こ
の
処
置
が
完
了
し
た
こ
と
で
、
襄
は
堂
々
と
国
家
の
仕
事
に
就
く
こ
と
が
可

能
に
な
っ
た
。
そ
れ
も
あ
っ
て
明
治
五
年
か
ら
一
年
間
、
襄
は
岩
倉
使
節
団
の
通

訳
と
し
て
尽
力
し
て
い
る
。
そ
の
間
に
襄
の
有
能
さ
を
知
っ
た
黒
田
清
隆
（
開
拓

使
次
官
）
は
、
森
有
礼
（
弁
務
使
）・
木
戸
孝
允
・
田
中
不
二
麿
（
文
部
省
）
ら

と
相
談
し
て
、
襄
を
開
拓
使
の
役
人
と
し
て
雇
い
入
れ
る
た
め
、
早
期
帰
国
を
画

策
し
て
い
る
。
ま
た
私
費
留
学
で
あ
っ
た
襄
を
官
費
留
学
生
に
す
る
こ
と
で
、
年

間
千
ド
ル
の
奨
学
金
を
給
与
す
る
こ
と
を
取
り
決
め
て
い
る
。
こ
れ
は
破
格
の
扱

い
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
肝
心
の
襄
は
そ
ん
な
誘
い
に
耳
を
貸
さ
ず
、
あ
と
二
、
三
年
は
留
学

を
続
け
る
意
向
を
示
し
、
し
か
も
官
費
留
学
生
と
し
て
奨
学
金
を
得
る
こ
と
も
辞

退
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
官
吏
に
な
る
こ
と
も
な
か
っ
た
（
文
部
省
か
ら
の
誘
い

も
断
わ
っ
て
い
る
）。
そ
う
い
っ
た
経
緯
が
、
文
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
資
料

に
よ
っ
て
判
明
す
る
の
で
あ
る
。
所
蔵
さ
れ
て
い
る
八
通
の
資
料
を
年
代
順
に
並

べ
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。



同志社女子大学　総合文化研究所紀要　第35巻　2018年（39）

①
明
治
四
年
二
月　

米
国
留
学
ノ
新
島
七
五
三
太
学
資
ノ
件

②
明
治
五
年
一
月
十
七
日　

新
島
七
五
三
太
（
襄
）
留
学
ニ
付
、
打
合
ノ
件

③
明
治
五
年
一
月
二
十
四
日　

米
国
留
学
生
新
島
七
五
三
太
開
拓
使
採
用
致
喜

慶
ニ
付
、
学
資
金
当
開
拓
使
ニ
テ
取
賄
方
ノ
件

④
明
治
五
年
二
月
九
日　

米
国
留
学
生
安
中
県
新
島
七
五
三
太
官
費
留
学
被
仰

付
ニ
付
学
資
金
差
遣
ノ
件

⑤
明
治
五
年
二
月
十
日　

米
国
留
学
生
新
島
七
五
三
太
学
資
金
渡
月
分
ニ
付
照

会
ノ
件

⑥
明
治
五
年
二
月　

新
島
七
五
三
太
ヘ
学
費
被
下
候
ニ
付
次
官
ヨ
リ
森
弁
務
官

ヘ
書
簡

⑦
明
治
七
年
三
月
五
日　

米
国
留
学
生
新
島
七
五
三
太
、
帰
朝
ノ
件

⑧
明
治
七
年
三
月
五
日　

米
国
留
学
生
新
島
七
五
三
太
帰
朝
申
立
書
類
差
出
ノ

件
①
の
明
治
四
年
二
月
と
い
う
の
は
、
日
付
が
早
す
ぎ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か

（
明
治
五
年
の
誤
り
か
）。
②
の
書
類
を
見
る
と
、
ま
ず
、

正
月
十
七
日

新
嶋
七
五
三
太
留
学
ノ
義
正
院
ヨ
リ
打
合
之
件

と
あ
り
、
次
に
「
正
院
ヨ
リ
来
」
た
書
類
が
あ
げ
ら
れ
、
次
に
別
紙
と
し
て
「
文

部
省
ヨ
リ
正
院
へ
伺
」
が
あ
り
、
さ
ら
に
「
黒
田
次
官
ヨ
リ
正
院
へ
問
合
」
と
続

い
て
い
る
。「
正
院
」
と
は
明
治
政
府
の
役
所
で
、
旧
太
政
官
に
相
当
す
る
役
所

で
あ
る
。
要
す
る
に
襄
の
奨
学
金
給
付
を
め
ぐ
っ
て
開
拓
使
・
文
部
省
・
正
院
で

の
や
り
取
り
が
延
々
と
続
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
正
院
ヨ
リ
来
」
の
書
類
に
は
、

往
々
其
使
ニ
於
テ
有
用
ノ
見
込
有
之
人
物
ニ
候
ハ
ヾ
其
使
定
額
金
ヲ
以
留
学

為
致
候
テ
ハ
如
何
。

と
あ
り
、
襄
を
「
有
用
の
見
込
み
あ
る
人
物
」
と
評
価
し
て
い
る
。
ま
た
別
件
で

あ
る
が
、
文
部
省
の
書
類
に
は
襄
が
奨
学
金
を
辞
退
し
た
こ
と
で
役
所
が
振
り
回

さ
れ
て
入
る
様
子
も
窺
え
る
。

文
部
省
ヨ
リ
通
知

米
国
留
学
生
元
安
中
県
新
島
七
五
三
太
学
資
金
ノ
儀
、
兼
テ
御
打
合
済
之
通
、

正
月
ヨ
リ
ハ
御
使
御
差
送
ノ
筈
ニ
候
処
、
官
費
辞
却
故
差
送
候
ニ
不
及
旨
、

当
四
月
十
一
日
附
之
書
簡
ヲ
以
森
少
弁
務
使
ヨ
リ
申
来
候
。
右
ハ
辞
却
ノ
時

月
等
報
知
無
之
候
得
共
、
三
等
書
記
官
ノ
心
得
ヲ
以
当
省
理
事
官
随
行
被
命
。

本
官
同
様
御
手
当
モ
被
下
候
故
ヲ
以
、
辞
却
致
候
義
ニ
可
有
之
哉
。
是
以
拝

命
ノ
月
日
来
報
知
無
之
何
分
判
然
不
致
候
間
、
尚
委
細
ハ
御
使
ヨ
リ
弁
務
使

ヘ
御
打
合
相
成
度
、
此
段
為
御
心
得
申
入
候
也　

六
月
十
五
日

こ
ん
な
名
誉
あ
る
い
い
話
を
断
わ
る
と
は
誰
も
思
っ
て
も
い
な
か
っ
た
の
だ
ろ

う
。
し
か
し
ア
メ
リ
カ
に
ハ
ー
デ
ィ
と
い
う
後
見
人
が
い
た
こ
と
、
ま
た
キ
リ
ス

ト
教
の
学
校
設
立
を
夢
見
る
襄
に
と
っ
て
、
千
ド
ル
の
奨
学
金
も
国
の
役
所
勤
め

も
魅
力
的
な
話
で
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
な
お
こ
の
文
書
類
は
、
既
に
『
全
集
８

年
譜
編
』
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
詳
細
は
省
略
す
る
。

三
、
川
崎
尚
之
助
の
裁
判
記
録

北
海
道
に
川
崎
尚
之
助
の
貴
重
な
裁
判
記
録
が
存
す
る
こ
と
は
、
歴
史
家
の
あ

さ
く
ら
ゆ
う
氏
（『
川
崎
尚
之
助
と
八
重
』
知
道
出
版
・
二
〇
一
二
年
十
二
月
）

に
よ
っ
て
報
告
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
受
け
て
伊
藤
哲
也
氏
（「
八
重
と
襄
と
尚

之
助
」歴
史
春
秋
七
七
・
二
〇
一
三
年
四
月
）や
竹
内
力
雄
氏（「
川
崎
尚
之
助
攷
）

同
志
社
時
報
一
三
六
・
二
〇
一
三
年
十
一
月
）
が
資
料
に
つ
い
て
発
表
さ
れ
て
い

る
。
そ
れ
ら
の
研
究
に
よ
っ
て
、
斗
南
藩
に
移
っ
て
か
ら
の
尚
之
助
の
動
向
が
多
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少
明
ら
か
に
な
っ
た
。
遅
れ
ば
せ
な
が
ら
、
私
も
文
書
館
を
訪
れ
た
次
第
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
尚
之
助
が
訴
訟
に
巻
き
込
ま
れ
た
の
は
、
取
引
の
手
形
を
米
座
省
三

に
騙
し
取
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
省
三
は
、
英
国
商
人
ブ
ラ
イ
キ
ス

ト
ン
に
借
金
が
あ
り
、
そ
の
抵
当
と
し
て
手
形
を
押
さ
え
ら
れ
た
た
め
、
尚
之
助

は
米
を
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
手
形
を
取
り
戻

す
た
め
、
尚
之
助
は
ブ
ラ
イ
キ
ス
ト
ン
を
相
手
に
訴
訟
を
お
こ
す
が
、
そ
の
間
に

今
度
は
尚
之
助
が
デ
ュ
ー
ス
か
ら
損
害
賠
償
の
訴
訟
を
お
こ
さ
れ
た
。
尚
之
助
は

二
つ
の
国
際
裁
判
の
原
告
と
被
告
に
な
っ
て
い
た
の
だ
。
そ
の
こ
と
が
わ
か
る
文

書
と
し
て
、
明
治
五
年
三
月
三
日
に
斗
南
藩
士
辰
野
宗
城
が
出
し
た
も
の
が
あ
る

（
同
種
の
も
の
が
別
に
も
あ
る
）。

本
函
館
裁
判
所
ニ
存
在
セ
リ

元
斗
南
藩
士
族
川
崎
尚
之
助
及
ヒ
同
藩
商
法

掛
リ
ト
申
唱
候
米
座
省
三
両
人
ヨ
リ
丁
沫
人
テ
ュ
ー
ス

当
所
商
人
亀
屋
武
兵
衛
ト
大
豆
唐
米
取
引
之
義
、

去
午
年
閏
十
月
致
約
定
候
趣
之
所
、
尚
之
助
ヨ
リ
英
商

フ
レ
キ
ス
ト
ン
に
係
り
障
ノ
義
出
来
。
取
引
期
限
後
レ
ニ
相
成

漸
昨
未
年
十
二
月
中
唐
米
売
払
候
処
、
相
場
違
ヒ
ノ

廉
ニ
テ
、
多
分
之
損
失
ニ
相
成
候
ニ
付
、
右
テ
ュ
ー
ス
ヨ
リ
申
出
候
ニ
ハ

於
旧
藩
可
為
相
償
ト
ノ
義
懇
望
之
由
ニ
候
得
共
、
右
ハ

両
人
共
藩
庁
ヨ
リ
命
シ
約
定
為
致
候
義
ニ
無
之
。
固
ヨ
リ
両

人
共
一
己
ノ
了
簡
ヲ
以
取
組
候
事
故
藩
庁
ニ
お
ゐ
て
可

相
償
理
無
之
義
ト
存
候
。
尤
尚
之
助
義
ハ
同
藩
人
ニ
相

違
無
之
ニ
付
同
人
一
身
限
リ
可
相
償
。
省
三
義
ハ
全
ク
藩

人
ニ
無
之
候
間
、
御
取
調
当
御
所
置
有
之
度
。
右
尋
ニ
付
此
段
申
上
候
也
。

　
　
　
　
　

元
斗
南
藩

壬
申
三
月
三
日　
　
　

辰
野
宗
城

外
務
省
御
中

こ
こ
で
辰
野
は
、
尚
之
助
は
藩
人
だ
が
省
三
は
藩
と
は
関
わ
り
の
な
い
者
と
述

べ
て
い
る
。
た
だ
し
取
引
は
尚
之
助
の
個
人
的
な
料
簡
で
行
っ
た
も
の
で
あ
り
、

藩
命
で
は
な
い
と
し
て
い
る
。
こ
れ
を
受
け
て
明
治
五
年
六
月
に
尚
之
助
が
開
拓

使
の
尋
問
に
答
え
た
文
書
に
は
、

私
儀
一
昨
午
年
十
月
中
爰
許
着
港
之
砌
、
丁
沫

国
デ
ュ
ー
ス
并
亀
屋
武
兵
衛
ト
広
東
米
拾
五
万
斤

取
組
申
候
処
、
右
ハ
畢
竟
斗
南
藩
庁
ヨ
リ
穀
配
之
命

令
ハ
更
ニ
無
之
候
得
共
、
多
人
数
之
飢
餓
傍
観
難

黙
止
ヨ
リ
全
ク
自
己
之
存
意
ニ
任
セ
取
組
申
候
。
右
御
尋

ニ
付
此
段
申
上
候
。
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　

元
斗
南
藩

　

壬
申
六
月　
　
　
　
　
　

川
崎
尚
之
助　

印

　
　

外
務
御
役
所

と
あ
る
（
こ
れ
も
同
種
の
も
の
が
別
に
あ
る
）。
こ
れ
に
よ
れ
ば
尚
之
助
も
藩
命

で
は
な
く
自
分
が
勝
手
に
や
っ
た
こ
と
だ
が
、
そ
れ
は
斗
南
藩
で
飢
餓
に
苦
し
ん

で
い
る
多
く
の
人
々
を
見
る
に
見
か
ね
て
の
こ
と
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で

尚
之
助
は
「
元
」
斗
南
藩
士
と
し
て
署
名
し
て
い
る
。
既
に
廃
藩
置
県
の
後
で
あ

る
が
、
本
人
が
元
藩
士
と
言
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

最
後
に
尚
之
助
の
死
亡
記
事
を
あ
げ
て
お
く
。

　
　
　
　
　

青
森
県
士
族

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

川
崎
尚
之
助

右
之
者
兼
而
御
届
ケ
申
上
候
通
リ
病
気
ニ
罷
在
候

処
、
午
後
三
時
頃
被
死
去
仕
候
。
仍
是
即
刻
御
達
シ
申

上
候
也
。

　
　
　
　
　
　
　

青
森
県
士
族
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三
月
廿　
　
　
　
　
　
　

根
津
親
徳

　
　
　
　
　
　

開
拓
使
御
中

第
四
百
八
十
弐
号
ヲ
以
青
森
県
貫
属
士
族
川
崎
尚

之
助
当
校
病
院
ニ
於
テ
本
月
廿
日
病
死
致
候
事

実
無
相
違
哉
。
不
日
御
照
会
之
趣
致
承
知
候
。
右
ハ
本

月
廿
日
病
死
候
ニ
相
違
無
之
候
条
此
段
及
御
回

報
候
也
。

　
　

明
治
八
年
三
月
廿
二
日　
　

東
京
医
学
校

　
　
　
　
　

開
拓
使
判
官
御
中

こ
の
死
亡
通
知
書
に
よ
っ
て
、
尚
之
助
が
明
治
八
年
三
月
二
十
日
に
亡
く
な
っ

た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
既
に
八
重
と
の
離
縁
も
成
立
し
て
い
た
よ
う
で
、

身
寄
り
も
な
く
浅
草
今
戸
の
称
福
寺
に
葬
ら
れ
た
と
い
う
記
録
が
残
っ
て
い
る
だ

け
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
豊
岡
市
出
石
町
と
の
か
か
わ
り
は
見
出
せ
な
い
。

四
、
八
重
の
和
歌
短
冊

文
書
館
の
所
蔵
資
料
で
は
な
い
が
、
内
藤
光
枝
様
宅
を
訪
問
し
た
際
、
日
向
ユ

キ
の
和
歌
詠
草
が
小
さ
な
箱
一
杯
保
管
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
。
そ
れ
は
日

向
ユ
キ
の
歌
集
が
で
き
る
程
の
分
量
で
あ
っ
た
。
実
は
期
待
し
て
い
る
こ
と
が

あ
っ
た
。
明
治
二
十
年
に
二
十
年
ぶ
り
に
再
会
し
た
二
人
は
、
そ
の
記
念
に
写
真

館
で
写
真
を
写
し
て
い
る
。
そ
の
折
ユ
キ
が
、

う
れ
し
さ
に
よ
る
年
波
も
う
ち
忘
れ
ま
た
の
あ
ふ
せ
を
い
の
り
居
る
か
な

と
い
う
和
歌
を
詠
じ
て
い
る
の
で
、
そ
の
詠
草
を
拝
見
し
た
い
と
思
っ
て
い
た
。

ま
た
そ
れ
に
唱
和
し
て
作
ら
れ
た
八
重
の
和
歌
が
残
っ
て
い
な
い
か
を
お
尋
ね
し

た
か
っ
た
。
そ
れ
に
関
し
て
は
残
念
な
が
ら
探
し
出
せ
な
か
っ
た
も
の
の
、
別
に

赤
地
の
短
冊
が
目
に
付
い
た
。
抜
き
出
し
て
み
た
と
こ
ろ
、
ユ
キ
の
詠
草
で
は
な

か
っ
た
。
前
に
見
た
こ
と
の
あ
る
字
だ
と
思
っ
て
あ
ら
た
め
て
確
認
し
た
と
こ
ろ
、

な
ん
と
そ
れ
は
八
重
の
自
筆
短
冊
だ
っ
た
。
そ
こ
に
は
、

　
　

御
慶
事
を
き
ゝ
て

い
く
と
せ
か
み
ね
に
か
ゝ
れ
る
村
雲
の
は
れ
て
嬉
し
き
光
り
を
ぞ
見
る　

八

重
子
八
十
七
歳

（
幾
年
か
峰
に
か
か
れ
る
群
雲
の
晴
れ
て
嬉
し
き
光
を
ぞ
見
る
）

と
書
か
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
八
重
の
歌
の
中
で
は
有
名
な
も
の
の
一
つ
で
あ
る
。

短
冊
の
裏
に
「
昭
和
三
年
秋
よ
め
る
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
昭
和
三
（
戊
辰
）
年

九
月
に
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
の
年
の
九
月
二
十
八
日
、
旧
会
津
藩
主
・
松
平
容
保
公
の
孫
娘
勢
津
子
姫
と

秩
父
宮
殿
下
の
御
成
婚
が
行
わ
れ
た
。
皇
族
と
の
婚
姻
に
よ
っ
て
、
会
津
藩
は
よ

う
や
く
朝
敵
の
汚
名
を
返
上
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
奇
し
く
も
戊
辰
戦

争
か
ら
六
十
年
目
の
慶
事
で
あ
る
。
長
年
の
群
雲
が
晴
れ
て
嬉
し
い
の
は
八
重
ば

か
り
で
は
な
い
。
そ
れ
は
旧
会
津
藩
士
す
べ
て
の
喜
び
で
も
あ
っ
た
。
今
後
は
明

る
い
光
の
下
、
堂
々
と
胸
を
張
っ
て
生
き
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
た
め
八
重
は
、
し
ば
し
ば
こ
の
歌
を
短
冊
に
書
い
て
与
え
て
い
る
。

な
お
昭
和
三
年
、
八
重
は
数
え
で
八
十
四
歳
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
短
冊
に
は
八

十
七
歳
と
あ
る
。
そ
う
す
る
と
こ
れ
は
、
三
年
後
の
昭
和
六
年
に
し
た
た
め
ら
れ

た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
八
重
は
こ
の
年
、
会
津
若
松
大
龍
寺
の
山
本
家
の

墓
所
を
整
備
す
る
な
ど
、
身
辺
整
理
に
取
り
か
か
っ
て
い
た
。

こ
の
短
冊
の
発
見
に
よ
っ
て
、
八
重
と
日
向
ユ
キ
（
内
藤
よ
し
子
）
の
交
流
が

昭
和
六
年
ま
で
続
け
ら
れ
て
い
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
翌
年
に
八
重
は
亡
く

な
る
わ
け
だ
が
、
八
重
は
ど
ん
な
思
い
で
こ
の
歌
を
ユ
キ
に
送
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
短
冊
が
郵
送
さ
れ
た
折
の
書
簡
（
書
き
つ
け
）
が
残
っ
て
い
な
い
こ
と
が
惜

し
ま
れ
て
な
ら
な
い
。
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末
尾
な
が
ら
今
回
快
く
資
料
を
見
せ
て
下
さ
っ
た
内
藤
光
枝
様
、
そ
し
て
甥
に

あ
た
る
草
野
賀
文
様
（
同
志
社
校
友
会
北
海
道
支
部
長
）
に
心
か
ら
お
礼
申
し
上

げ
る
。


